
後
期
高
齢
者
医
療 

被
保
険
者
証 

が

桃
色
に
変
わ
り
ま
す

　
平
成
25
年
８
月
か
ら
、「
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
が
桃
色
に

変
わ
り
ま
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月
下

旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
有
効
期
限

は
平
成
26
年
７
月
31
日
ま
で
の
１
年

間
で
す
。
ま
た
、
現
在
お
持
ち
の
被

保
険
者
証
（
薄
緑
色
）
の
有
効
期
限

は
、
平
成
25
年
７
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
は
使
え
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
被
保
険
者
証
（
桃

色
）
は
、
お
手
元
に
届
い
た
と
き
か

ら
使
え
ま
す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た

被
保
険
者
証
は
、
高
齢
介
護
課
へ
お

返
し
い
た
だ
く
か
ご
自
身
で
の
破
棄

を
お
願
い
し
ま
す
。
た
だ
し
、
年
度

途
中
で
負
担
割
合
や
住
所
な
ど
に
変

更
が
あ
っ
た
人
で
、
現
在
も
古
い
被

保
険
者
証
を
お
持
ち
の
場
合
は
高
齢

介
護
課
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
被
保
険
者
証
の
送
付
の
際

に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望

カ
ー
ド
」を
同
封
し
て
い
ま
す
。
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
す
る
場
合

は
、
そ
の
カ
ー
ド
を
医
師
・
薬
剤
師

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

　
平
成
25
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
決
定
（
本
算
定
）
に
伴
い
、

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
保
険
料
額
決

定
通
知
書
お
よ
び
納
入
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
入
方
法
は
、
年
金
か

ら
直
接
納
め
て
い
た
だ
く
「
特
別
徴

収
」
と
、
口
座
振
替
や
市
役
所
か
ら

お
送
り
す
る
納
付
書
で
納
め
て
い
た

だ
く
「
普
通
徴
収
」
の
２
通
り
に
分

か
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
年
度
途
中
に
被
保
険
者
と

な
っ
た
人
は
、
資
格
を
取
得
し
た
月

か
ら
月
割
で
保
険
料
を
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

①「
特
別
徴
収
」…

年
金
か
ら
の
お

支
払
い
の
人

　
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

の
人
は
、
原
則
年
６
回
の
年
金
受
給

日
に
、
そ
の
年
金
か
ら
保
険
料
を
直

接
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

②「
普
通
徴
収
」…

口
座
振
替
や
納

付
書
で
お
支
払
い
の
人

　
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人

は
、
市
が
定
め
る
納
期
（
７
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
の
９
期
）
ま
で
に
、

口
座
振
替
や
納
付
書
（
納
入
通
知
書
）

で
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　「
特
別
徴
収
」
を
口
座
振
替
に
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す

る
人
は
手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、

高
齢
介
護
課
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

は
、
次
の
①
〜
③
の
と
お
り
軽
減
措

置
が
あ
り
ま
す
。

①
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
被
保

険
者
均
等
割
額
（
５
万
１
８
２
８

円
）
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
上
表
参

照
）

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の

健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員
保

険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
は
、

所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、
被
保
険

者
均
等
割
額
が
９
割
軽
減
と
な
り

ま
す

③
所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の
う

ち
、所
得
割
額
算
定
に
か
か
る
「
賦

課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
」
が

58
万
円
以
下
（
年
金
収
入
の
み
の

場
合
は
、
そ
の
収
入
が
２
１
１
万

円
以
下※

）
の
人
は
、
所
得
割
額

が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す

　※

収
入
の
あ
っ
た
年
の
12
月
31
日

時
点
で
65
歳
以
上
の
人
の
場
合

保
険
医
療
機
関
の
自
己
負
担
割
合
は

所
得
に
よ
る
判
定
が
あ
り
ま
す

　
自
己
負
担
割
合
は
、
毎
年
８
月
１

日
現
在
で
当
該
年
度
（
４
月
か
ら
７

月
ま
で
は
前
年
度
）
の
「
地
方
税
法

上
の
各
種
所
得
控
除
後
の
所
得
（
課

後期高齢者医療制度
についてのお知らせです

①下欄②に属する被保険者であり、かつ、当該世
帯の被保険者全員の各所得が０円であるとき
（ただし公的年金など控除額は80万円とする）
②世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の
総所得金額などが、基礎控除額（33 万円）
を超えないとき
③世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の
総所得金額などが【基礎控除額（33 万円）
＋24.5 万円 × 被保険者の数（被保険者で
ある世帯主を除く）】を超えないとき
④世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総
所得金額などが【基礎控除額（33 万円）＋35
万円×被保険者の数】を超えないとき

軽減
割合

軽減後の被保
険者均等割額
（年額）

5,182 円

7,774 円

２万 5,914 円

４万 1,462 円

９割

8.5 割

5割

2割

■世帯の所得水準の判定区分と軽減割合

■自己負担割合図

同一世帯内の被保険者全員が住民税
の課税所得（各種控除後の所得）が
145万円未満の場合

同一世帯内に住民税の課税所得（各
種控除後の所得）が 145 万円以上
の被保険者がいる場合
※この世帯に属する被保険者は、個
人の所得が課税標準額 145 万円未
満であっても３割に判定されます。

１割負担
（一般）

３割負担
（現役並み
所得者）

所 得 の 判 定 区 分

10

（注２）

（注 1）

税
標
準
額
）」
に
よ
り
定
期
判
定
を

行
い
ま
す
。
こ
の
判
定
に
よ
り
「
一

般
」
と
な
る
と
医
療
機
関
で
の
自
己

負
担
割
合
は
１
割
、「
現
役
並
み
所

得
者
」
は
３
割
に
な
り
ま
す
。

注
意
事
項

▽「
課
税
標
準
額
」
が
１
４
５
万
円

以
上
あ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
お
よ
び
こ
の
人
と
同

じ
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
は
、

す
べ
て
現
役
並
み
所
得
者
と
し
て

３
割
負
担

▽
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
内
で

あ
っ
て
も
、
世
帯
構
成
の
変
更
や

所
得
更
正
な
ど
に
よ
り
、
自
己
負

担
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
判
定
は
、

４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
前
年
度
、

８
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
は
当
該

年
度
の
所
得
（
課
税
標
準
額
）
を

利
用

▽
現
役
並
み
所
得
者
と
し
て
３
割
負

担
と
判
定
さ
れ
た
場
合
で
も
、
次

の
①
か
ら
③
の
要
件
に
該
当
す
れ

ば
、
高
齢
介
護
課
に
申
請
す
る
こ

と
で
、
１
割
負
担
に
変
更
す
る
こ

と
が
可
能
。
申
請
が
認
め
ら
れ
る

と
、
原
則
申
請
日
の
翌
月
初
日
か

ら
有
効
な
１
割
負
担
の
被
保
険
者

証
を
交
付

① 

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
一
人
の

み
↓ 

被
保
険
者
本
人
の
収
入
額

が
３
８
３
万
円
未
満
の
と
き

② 

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い

る
↓ 

被
保
険
者
の
収
入
の
合
計

額
が
５
２
０
万
円
未
満
の
と
き

③ 

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
一
人
の

み
で
、
か
つ
、
同
一
世
帯
に
70
歳

以
上
75
歳
未
満
の
人
が
い
る
↓ 

被
保
険
者
本
人
の
収
入
額
が
３
８

３
万
円
以
上
の
場
合
で
、
被
保
険

者
本
人
お
よ
び
70
歳
以
上
75
歳
未

満
の
人
の
収
入
の
合
計
額
が
５
２

０
万
円
未
満
の
と
き

入
院
時
の
食
費
な
ど
軽
減
で
き
る

「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

　
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
減
額
認

定
証
）
は
、
医
療
機
関
に
入
院
や
通

院
し
た
際
に
窓
口
で
提
示
す
る
と
、

医
療
費
、
食
事
代
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
も
の
で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

（
低
所
得
Ⅰ
、Ⅱ
）
に
属
す
る
被
保
険

者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
減
額
認

定
証
の
有
効
期
間
は
平
成
25
年
７
月

31
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
引
き
続

き
８
月
１
日
か
ら
有
効
と
な
る
減
額

認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に

は
、
７
月
以
降
に
新
し
い
被
保
険
者

証
が
届
い
た
ら
、
高
齢
介
護
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ま
で
交
付
を
受
け
て
い
な

か
っ
た
人
で
も
対
象
と
な
り
、
交
付

を
希
望
す
る
場
合
は
、
随
時
、
高
齢

介
護
課
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

問
合
　

◎
制
度
全
般
に
関
す
る
こ
と
は
府
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局
へ

▽
保
険
料
、
被
保
険
者
資
格
、
被
保

険
者
証
な
ど
に
関
す
る
こ
と…

資
格

管
理
課
（
☎
０
６
・
４
７
９
０
・
２

０
２
８
）　
▽
給
付
事
務
、
保
健
事

業
（
健
康
診
査
な
ど
）、医
療
費
通
知
、

レ
セ
プ
ト
点
検
に
関
す
る
こ
と…

給

付
課
（
☎
０
６
・
４
７
９
０
・
２
０

３
１
）　
▽
事
務
局
庶
務
、
広
域
連

合
議
会
、
広
報
広
聴
に
関
す
る
こ
と

な
ど…

総
務
企
画
課
（
☎
０
６
・
４

７
９
０
・
２
０
２
９
）

◎
保
険
料
の
納
付
、
そ
の
他
各
種
届

出
に
関
す
る
こ
と
は
高
齢
介
護
課

（
市
役
所
１
階
８
番
窓
口
）
へ

食費と居住費の一部を自己負担。ただし、入院医療の
必要性が高い人は上記の「入院時の食費」のみ負担。

※適用を受けるためには高齢介護課での手続きが必要

■療養病床に入院したときの食費と居住費

■医療機関などでの自己負担割合とその判定基準、限度額

課
税
世
帯

非
課
税
世
帯

課税
状況 課

税
世
帯

課
税

  

世
帯

非
課
税
世
帯

非
課
税
世
帯

課税
状況

課税
状況

現役並み
所得者

一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

3 割

1割

同一世帯に住民税の課税所得
（各種控除後の所得）が 145 万
円以上の被保険者がいる場合

同一世帯の被保険者全員の住民
税の課税所得（各種控除後の所
得）が 145万円未満
住民税非課税世帯に属する被保
険者
・住民税非課税世帯のすべての
世帯員の各所得が０円となる
人。ただし、公的年金等控除額
は 80万円として計算
・住民税非課税世帯に属する老
齢福祉年金を受給している被保
険者

4万 4,400 円

1万 2,000 円

8,000 円

8万 100円
＋1%　 

（4万4,400円）

4万 4,400 円

2万 4,600 円

1万 5,000 円

（注 1）医療費が 26万 7,000 円を超えた場合は、その超えた分の１％が加算されます。
（注 2）（　）内の金額は年 3回以上該当した場合の 4回目以降の限度額。
※入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外の費用は含みません。
※月の途中で 75 歳となられた人の場合、その誕生月については、誕生日前に加入し
ていた医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、
それぞれ通常月の 2分の 1（半額）になります。

※入院・外来ともに同一医療機関での窓口負担は限度額までとなります。

現役並み
所得者
一般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

現役並み所得者
一般

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

老齢福祉年金受給者

210円

160円
（※）

負担区分

負担区分

食費
（１食当たり）

居住費
（１日当たり）

過去１年以内の入院日数が
90日以内の入院の場合
過去１年以内の入院日数が
90日を超える入院の場合

食費の標準負担額（１食当たり）

260 円

100円

※管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われている
などといった場合。それ以外の場合は 420円

負担
区分

負担
割合 外来

（個人単位）
外来＋入院
（世帯単位）

判定基準
自己負担限度額（月額）

460 円※

210円 
130 円
100円

320円

0円

■ 入院時の食費

11 広報いずみおおつ　平成25年7月号

▷後期高齢者医療制度



募

集

掲
載

就
学
前
の

お
子
さ
ん
を
広
報
紙
に

掲
載
し
ま
せ
ん
か
？

〜
広
報
い
ず
み
お
お
つ
〜

「
元
気
で
ー
す
！
お
お
つ
っ
こ
」

掲
載
希
望
者
を
募
集
し
ま
す

　
小
学
校
入
学
前
の
お
子
さ
ん
の
写
真

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
お
子
さ
ん
の
写

真
と
住
所
・
名
前
（
ふ
り
が
な
）・
生
年

月
日
・
電
話
番
号
・
保
護
者
の
ひ
と
こ

と
を
添
え
、
左
記
連
絡
先
ま
で
お
願
い

し
ま
す
。

▽
郵
送…

〒
５
９
５-

８
６
８
６
　
泉
大

津
市
東
雲
町
９
番
12
号
　
秘
書
広
報
課

▽
Ｅ
メ
ー
ル…

kouhou@
city.izum

i
otsu.osaka.jp

※

今
月
の
掲
載
例
は
22
ペ
ー
ジ

　
65
歳
以
上
の
人
の
平
成
25
年
度
介

護
保
険
料
が
左
表
の
と
お
り
確
定
し

ま
し
た
。
納
入
通
知
書（
納
付
書
）は
、

各
家
庭
に
直
接
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
を
納
付
書
で
納
め

て
い
た
だ
く
ほ
か
、
口
座
振
替
制
度

や
、
徴
収
員
が
各
家
庭
へ
集
金
に
お

伺
い
す
る
制
度
も
あ
り
、
納
め
忘
れ

が
な
く
便
利
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

減
免
制
度
に
つ
い
て

　
次
の
Ａ
か
Ｂ
の
要
件
に
該
当
す
る

人
は
、
介
護
保
険
料
の
減
免
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

納
入
通
知
書
（
納
付
書
）
送
付
時
に

も
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

Ａ 

対
象
者
の
要
件
（
次
の
要
件
を

す
べ
て
満
た
す
人
）

①
保
険
料
段
階
が
第
３
・
４
段
階
の

人
で
、
申
請
日
時
点
で
世
帯
全
員

が
市
民
税
非
課
税
の
人

②
世
帯
主
お
よ
び
す
べ
て
の
世
帯
員

の
前
年
中
の
収
入
金
額
の
合
計
額

が
、
次
の
額
以
下
で
あ
る
こ
と

　
▽
１
人
世
帯…

前
年
中
の
収
入
額

１
１
１
万
円
　
▽
２
人
世
帯…

前

年
中
の
収
入
額
１
５
７
万
円
　
▽

３
人
世
帯…

前
年
中
の
収
入
額
２

０
３
万
円

　（
以
降
世
帯
員
が
一
人
増
え
る
ご

と
に
46
万
円
を
加
算
す
る
）

　
な
お
、
前
年
中
の
収
入
金
額
と
は
、

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
失
業
給
付

な
ど
の
非
課
税
収
入
を
含
む
す
べ
て

の
収
入
金
額
を
い
い
ま
す
。
ま
た
、

事
業
所
得
な
ど
の
収
入
で
売
上
原
価

な
ど
の
必
要
経
費
が
あ
る
収
入
は
、

必
要
経
費
を
控
除
し
た
後
の
金
額
と

し
ま
す
。

③
所
得
税
、
市
民
税
の
扶
養
控
除
に

お
い
て
、
ま
た
健
康
保
険
な
ど
の

医
療
保
険
に
お
い
て
他
の
世
帯
の

被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と

④
世
帯
全
員
が
現
に
居
住
し
て
い
る

土
地
お
よ
び
家
屋
以
外
に
資
産
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
。
ま
た
、
現

に
居
住
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て

は
、
２
０
０
㎡
（
約
60
坪
）
を
超

え
て
い
な
い
こ
と

⑤
世
帯
全
員
の
銀
行
預
金
な
ど
の
元

本
合
計
が
３
５
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と

Ｂ 

対
象
者
の
要
件
（
次
の
要
件
を

満
た
す
人
）

　
介
護
保
険
給
付
に
お
い
て
、
食
費
・

居
住
費
の
特
例
減
額
措
置
を
受
け
て

い
る
人
。

減
免
額

▽
Ａ…

第
２
段
階
の
保
険
料
に
減
額

▽
Ｂ…

今
の
段
階
の
保
険
料
を
１
段

階
下
の
保
険
料
に
減
額

減
免
期
間

　
減
免
申
請
書
の
受
付
月
か
ら
当
該

年
度
の
３
月
分
ま
で
（
４
月
か
ら
６

月
ま
で
の
受
け
付
け
に
つ
い
て
は
、

仮
算
定
期
間
の
た
め
前
年
の
所
得
が

確
定
す
る
７
月
に
決
定
し
ま
す
）。

ま
た
、Ａ
、Ｂ
の
減
免
以
外
に
、
失
業

や
災
害
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
り
介
護
保
険
料
の
納
付
が
困
難

に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
保
険
料
の

減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

問
合
　
高
齢
介
護
課
（
市
役
所
１
階

８
番
窓
口
）

介護保険料が確定
しました。

平成２５年度
段　階

第 1段階

第 2段階

第 3段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第 10段階

区　分
生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者
で市民税非課税世帯の人

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税
年金収入額および合計所得金額の合計が
80万円以下の人

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税
年金収入額および合計所得金額の合計が
120万円以下の人

世帯全員が市民税非課税で、第１・２・
３段階に該当しない人
世帯員に市民税課税者がおり、本人が市
民税非課税で課税年金収入額および合計
所得金額の合計が 80万円以下の人
世帯員に市民税課税者がおり、本人が市
民税非課税で第５段階に該当しない人
本人が市民税課税で、合計所得金額が
125万円未満の人
本人が市民税課税で、合計所得金額が
125万円以上 190万円未満の人
本人が市民税課税で、合計所得金額が
190万円以上 400万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が
400万円以上の人

介護保険料

2 万 6,280 円

2万 6,280 円

3万 4,160 円

3万 9,420 円

4万 3,620 円

５万 2,560 円

5万 8,860 円

６万 5,700 円

７万 8,840 円

９万 1,980 円

平成 25年度　段階別 年間介護保険料表
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７
月
は
障
害
基
礎
年
金
の

所
得
状
況
届
の
提
出
月
で
す
！

　
20
歳
前
の
障
が
い
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
、
ま
た
は
旧
障
害
福
祉
年
金

か
ら
切
り
替
わ
っ
た
障
害
基
礎
年
金

を
受
け
て
い
る
人
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
届
く
所
得
状
況
届
（
現
況
届
）

の
は
が
き
を
７
月
31
日
㈬
ま
で
に
保

険
年
金
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
が
遅
れ
る
と
10
月
分
の
振
り
込

み
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料

免
除
申
請
の
受
付
開
始

　
平
成
25
年
度
（
平
成
25
年
７
月
〜

平
成
26
年
６
月
分
）
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

希
望
す
る
人
は
、
保
険
年
金
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
平

成
24
年
度
の
免
除
（
平
成
25
年
６
月

分
ま
で
）
が
承
認
さ
れ
て
い
て
、
引

き
続
き
免
除
を
受
け
た
い
人
の
う

ち
、
継
続
審
査
対
象
者
以
外
の
人
は
、

再
度
申
請
が
必
要
で
す
。
７
月
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
届
く
納
付
書
に
同

封
さ
れ
て
い
る
申
請
書
に
記
入
・
押

印
の
う
え
返
送
す
る
か
、
窓
口
で
手

続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
窓
口
に
来
ら
れ
る
際
は
、
年
金
手

帳
・
認
め
印
を
（
退
職
を
理
由
と
す

る
場
合
は
離
職
票
な
ど
も
）
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

※

申
請
が
な
け
れ
ば
免
除
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん

※

所
得
の
審
査
が
あ
り
ま
す
の
で
、

収
入
が
な
く
て
も
所
得
申
告
が
必

要
で
す
。
ま
だ
の
人
は
、
平
成
25

年
１
月
１
日
に
住
民
票
の
あ
っ
た

市
町
村
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※

国
民
年
金
の
一
部
納
付
を
口
座
振

替
し
て
い
る
人
は
、
７
月
以
降
分

保
険
料
は
、
定
額
（
１
万
５
０
４

０
円
）
で
口
座
振
替
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
一
度
定
額
で
納
付
す

る
と
、
そ
の
月
分
は
免
除
申
請
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
７
月

分
以
後
免
除
を
希
望
す
る
人
は
、

７
月
末
ま
で
に
年
金
事
務
所
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
免
除
が
承
認
さ
れ
た
場
合
の
、
一

部
納
付
額
と
老
齢
基
礎
年
金
額
へ
の

反
映
は
上
表
の
と
お
り
で
す
。

　
一
部
免
除
は
、
一
部
納
付
額
を
納

め
な
け
れ
ば
免
除
が
無
効
と
な
り
、

老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反
映
し
ま
せ

ん
。
こ
の
一
部
納
付
額
の
納
付
に
は
、

免
除
承
認
後
送
付
さ
れ
る
、
各
免
除

に
応
じ
た
納
付
金
額
が
表
記
さ
れ
た

納
付
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
　
▽
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

（
市
役
所
１
階
５
番
窓
口
）　
▽
日
本

年
金
機
構
堺
西
年
金
事
務
所
（
☎
０

７
２
・
２
４
３
・
７
９
０
０
）

まるとく市場に設置されている「資
源回収ＢＯＸ」（写真左）と、泉大
津店（右上）・北助松店外観

　市では、ごみの減量・リサイクルに取り組んでいる小売店
をエコショップとして認定し、ひろく市民や事業者に認知し
ていただくことで、環境貢献の意識高揚を図るとともに、環
境にやさしいライフスタイルの実現を目指しています。現在、
エコショップ登録いただいたお店は22件です。
　今月は、第6弾として本市エコショップ登録店である「ま
るとく市場　はやし泉大津店（☎31・0884）・北助松店（☎
33・5301）」のエコな取り組みを紹介します。　　
エコショップ登録店・まるとく市場はやし泉大津店・北助松
店の取り組み
▷レジ袋削減への取り組み
　お買い物時にマイバッグを持参し、レジ袋を辞退すると、
お買い物合計金額がその場で２円引きになります。
▷資源化物の店頭回収
　「資源回収ＢＯＸ」を設置し、食品トレイ・牛乳パックを
店頭回収しています。

　お買い物にはぜひエコショップをご利用ください。また、
エコな取り組みをしている小売店は、市役所環境課にてエコ
ショップ登録してください。
問合　環境課（市役所２階21番窓口）

←エコショップ登録店はこの
ステッカーが目印ですエコショップのご紹介

リサイクルに取り組んでいるお店

国民年金からの
お知らせです。

◎障害基礎年金の所得状況届
◎保険料免除申請

■ 免除承認後の一部納付額と老齢基礎年金額への反映

全額免除
４分の３免除
（４分の１納付）
半額免除
（半額納付）
４分の１免除
（４分の３納付）

※

こ
の
年
金
額
へ
反
映
さ
れ
る
割
合
は
平

成
21
年
４
月
以
降
の
も
の

１か月の一部納付額
（H25年度）

年金額への
反映免除の種類

２分の１

８分の５

４分の３

８分の７

０円

3,760円

7,520円

1万1,280円

13 広報いずみおおつ　平成25年7月号
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平
成
25
年
度
国
民
健
康
保
険
料
率

お
よ
び
基
礎
賦
課
限
度
額
が
、
下
表

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
保

険
料
率
に
基
づ
き
７
月
に
本
算
定
を

行
い
、
今
年
度
の
各
世
帯
の
年
間
保

険
料
を
確
定
し
ま
す
。
年
間
保
険
料

は
７
月
中
旬
ご
ろ
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
皆
さ
ん

の
保
険
料
と
国
や
府
の
補
助
負
担
金

な
ど
を
合
わ
せ
て
医
療
費
に
充
て
る

相
互
扶
助
を
目
的
と
し
た
医
療
保
障

制
度
で
す
の
で
、
毎
月
分
の
保
険
料

を
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

介
護
分
保
険
料
に
つ
い
て

　
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
（
介
護

第
２
号
被
保
険
者
）
は
、
医
療
分
保

険
料
・
後
期
支
援
分
保
険
料
と
介
護

分
保
険
料
の
合
計
額
を
国
民
健
康
保

険
料
と
し
て
納
付
し
ま
す’

（
下
表

参
照
）。

　
65
歳
以
上
の
人
（
介
護
第
１
号
被

保
険
者
）
は
、
医
療
分
保
険
料
・
後

期
支
援
分
保
険
料
と
介
護
保
険
料
は

別
々
に
納
め
ま
す
。
介
護
保
険
料
に

つ
い
て
は
、
高
齢
介
護
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
る
人
の

国
民
健
康
保
険
料
は
？

　
65
歳
に
な
る
月
の
前
月
（
誕
生
日

が
１
日
の
人
は
そ
の
前
々
月
）
ま
で

の
介
護
分
の
額
を
計
算
し
、
医
療
分
・

後
期
支
援
分
と
合
わ
せ
た
額
を
、
一

年
間
の
国
民
健
康
保
険
料
と
し
て
翌

年
の
３
月
ま
で
の
期
間
に
振
り
分
け

て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

保
険
料
の
減
免
制
度

　
失
業
や
災
害
な
ど
、
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困

難
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
保
険

料
の
一
部
を
減
免
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

離
職
者
の
保
険
料
の
軽
減

　
倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
に

よ
り
平
成
22
年
３
月
31
日
以
降
に
離

職
し
た
人
（
65
歳
以
上
の
人
を
除
く
）

の
国
民
健
康
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。
軽
減
額
は
前
年
の
所
得
な
ど
に

よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
は
？

　
離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で

の
期
間
、
次
の
①
ま
た
は
②
と
し
て

失
業
等
給
付
を
受
け
る
人
で
す
。 

①
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
例
：
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る

離
職
　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

離
職
理
由
コ
ー
ド
11
、
12
、
21
、

22
、
31
、
32
）

②
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者

（
例
：
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離

職
　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
離

職
理
由
コ
ー
ド
23
、
33
、
34
）

保
険
料
の
納
付
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　
う
っ
か
り
保
険
料
を
納
め
忘
れ
な

い
た
め
に
、
簡
単
で
便
利
な
口
座
振

替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
市
指
定
の

金
融
機
関
、
郵
便
局
ま
た
は
市
役
所

保
険
年
金
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
　
保
険
年
金
課
保
険
料
係
（
市

役
所
１
階
５
番
窓
口
）

年間医療分保険料と年間後期支援分保険料と年間介護分
保険料の合計額が、年間国民健康保険料となります。

①所得割額
②均等割額
③平等割額

世帯の平成24年中の基準総所得金額※の8.8％
世帯の被保険者一人あたり２万4,740円
一世帯あたり２万1,930円

①所得割額
②均等割額
③平等割額

世帯の平成24年中の基準総所得金額※の2.6％
世帯の被保険者一人あたり8,490円
一世帯あたり6,780円

①～③の合計額が世帯の年間「医療分保険料」

年度途中で加入・脱退したときは、月割りで保険料を計算します
ので、異動があったときは必ず届け出をしてください。

①～③の合計額が世帯の年間「後期支援分保険料」

※「基準総所得金額」は、前年中の所得に基づき下記にしたがって算出。
▷給与所得者…給与所得控除後の金額－33万円（基礎控除）
▷年金所得者…年金所得金額－33万円（基礎控除）
▷事業所得者…所得金額－33万円（基礎控除）
一人につき複数の所得がある場合は、「すべての合算額－33万円」の基礎控除。

【医療分保険料】

■ 平成 25年度　国民健康保険料 ■ 基礎賦課限度額

■ 納めていただく保険料の算出方法

■ 年齢別　国民健康保険料の内訳

【後期支援分保険料】

①所得割額

②均等割額

③平等割額

介護第２号被保険者の平成 24 年中の基準総
所得金額※の2.6％
介護第２号被保険者一人あたり１万840円
介護第２号被保険者がいる一世帯あたり
5,830円

①～③の合計額が世帯の年間「介護分保険料」

【介護分保険料】

医 療 分
後期支援分
介 護 分

本算定保険料
（確定した
年間保険料）

39歳までの人
40～64歳の人

（介護第２号被保険者）
65歳以上の人

（介護第１号被保険者）

医療分・後期支援分
年　齢 保険料の内訳

医療分・後期支援分

医療分・後期支援分・介護分

仮算定保険料
（４～６月の
保険料）

７月から来年３月に
納める保険料

49万円
14万円
10万円

保険料内訳 最高限度額

国民健康保険の
保険料が
決まりました。
年間保険料は、各世帯に７月中旬
ごろお知らせします。

10 月１日以降に
国保被保険者証の
「カードケース」を
お渡しします！

（お知らせ）
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国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
70
歳

に
な
っ
た
翌
月
（
１
日
が
誕
生
日
の

人
は
そ
の
月
）
か
ら
高
齢
受
給
者
証

の
対
象
者
と
な
り
ま
す
（
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
該
当
者
は
除
く
）。
　

　
70
歳
に
な
っ
た
人
に
は
、
誕
生
月

の
月
末
に
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し

ま
す
。
現
在
、
高
齢
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
人
に
は
７
月
末
に
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

８
月
か
ら
は
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

を
保
険
証
と
と
も
に
医
療
機
関
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
の
交
付
に
つ
い
て

　
低
所
得
Ⅰ・Ⅱ
の
人
は
、
入
院
す

る
と
き
や
高
額
の
外
来
診
療
を
受
け

る
場
合
、
国
民
健
康
保
険
証
・
印
鑑

を
お
持
ち
の
う
え
、
保
険
年
金
課
で

８
月
以
降
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
自
己
負
担
割

合
は
所
得
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）

柔道整復師の施術を受ける人へ
●保険証が利用できるとき
▷外傷性のねんざ、打撲、肉離れなど 　▷骨折・脱臼（緊
急時以外はあらかじめ医師の同意が必要）
●保険証が利用できないとき（全額自己負担）
▷日常生活の中の疲れや肩こり、腰痛　▷スポーツなどによ
る肉体疲労　▷脳疾患後後遺症などの慢性症　▷病気（神経
痛・リウマチ・五十肩、関節炎、ヘルニアなど）による凝り
や痛み　▷同一の負傷について病院で治療中の場合　▷仕事
中や通勤途中に起きた負傷の場合
●柔道整復師に施術を受けるときの注意
▷負傷原因を正しく伝える（いつ・どこで・何をして・どん
な症状があるのか）　※交通事故などの第三者行為が原因
の場合、保険年金課への届出が必要
▷療養費支給申請書の内容をよく確認する（負傷原因、日数、
金額などを確認し、やむを得ない場合を除き、自分で署名
してください。代筆の場合は捺印が必要です。）

▷領収証を保管（金額や日数を医療費通知で確認）
●施術が長期にわたる場合は医師の診断を受ける
鍼灸師・マッサージ師の施術を受ける人へ
　はり・きゅう・マッサージなどの施術を健康保険で受ける
ときは、医師の同意書または診断書の提出が必要です。同意
書の用紙は、国民健康保険に対応している鍼灸院にあります。
●保険証が利用できるとき
▷はり・きゅうの場合…神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、
頸腕症候群、頸椎ねんざ後遺症（同一の疾患について病院
で治療中の場合、保険証は使えません）
▷マッサージの場合…関節拘縮・筋麻痺（マッサージは原則
として、病名ではなく症状に対する治療）
●施術内容について確認をお願いすることがあります
　施術内容について泉大津市国民健康保険から照会させてい
ただく場合があります。領収証などを保管し、ご自身で回答
いただけるようにご協力をお願いします。
問合　保険年金課（市役所１階５番窓口）

現役並み
所得者

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

一般

■ 高齢受給者証を持つ被保険者の医療費の自己負担割合
　（所得区分によって異なる）

同一世帯に住民税課税所得が 145 万円以上
となる70歳以上の国保被保険者がいる人。
ただし、70 歳以上の国保被保険者の収入の
合計が、２人以上で 520 万円未満、１人の
場合は 383 万円未満であると申請した場合
は「一般」区分と同様になります。（注1）
現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない人

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非
課税の人 (低所得Ⅰ以外の人 )

同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非
課税でその世帯の各所得が必要経費・控除（年
金の所得は控除額を 80 万円として計算）を
差し引いたときにゼロとなる人
年収例：単身世帯（年金収入のみ）80万円以下

（注１）同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて、現役並み所得者となっ
た国保被保険者が一人の場合、住民税課税所得が 145 万円以上かつ収入が
383 万円以上で、後期高齢者医療制度に移行した人も含めた収入合計が
520万円未満である人は、申請により一般区分と同様になります。

（注２）平成 20 年４月１日から一部の高齢受給者の自己負担割合が２割に変わっ
ていますが、平成26年３月31日までは１割に凍結されています。

２割
（平成 26 年
３ 月 31 日
までは１割）
（注2）

3割

所得区分の判定基準 負担割合所得区分

高齢受給者証が交付されます

国民健康保険でマッサージなどを
受ける際の注意点

70 歳以上の国民健康保険加入者の皆さんへ

医療機関へは「高齢受給者証」と「保険証」
の両方を示してください。
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